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1. 標題

1 

生乳市場の lつの特徴は，生産された生乳の仕向用途lζ，飲用向けと加工原

料向けとの 2種類があり，しかも，みかん，りんご等の果実の生食向けと加工

向けの場合と違って 2用途に仕向けられる生乳に品質的な差がほとんど認め

られないことである。さて，両用途向けの生乳に品質差がないにもかかわらず，

用途別乳価には，飲用乳価の方が加工原料乳価より高いという格差が存在する。

この格差をここでは， Fluid Milk Pr佃 uumCF恥fl>)と呼ぶことにする。立地

論的lζ，単位当たり輸送費の大きい飲用乳の産地が加工原料乳産地より市場の

近傍l乙成立する傾向があるから，輸送費lと起因する格差によってFMPが生じ

るというのが 1つの説明方法である。しかし，後にみるように，現状の地域的

な生乳生産構造を所与とした場合，我が国の FMPは，輸送費u:起因する格差

を超えていると考えられる。このことは，我が国の生乳市場が競争均衡下には

ないことを示していると考えられる。一方，北海道と都府県との「南北戦争J

l乙代表される競争の存在を考えると， その FMPの値が独占均衡水準まで高め

られているとは考え難い。つまり，我が国の生乳市場は，競争均衡でも独占均

衡でもない不完全競争(1)下にあると考えられる。このような認識は，独占的

であることを強調するか，競争的であることを強調するかのニュアンスの違い

はあれ，一般的に受け入れられていると恩われる。しかしながら，どの程度の
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水準の不完全競争下にあるかを定量的に位置づけた研究は，筆者の知るかぎり

では過去にはないと思われる。

そこで，現状の不完全競争下における飲用乳価を，独占均衡，競争均衡，あ

るいはその中間的な寡占均衡において想定される飲用乳価水準と比較すること

によって，生乳市場の競争性を定量的に位置づけることを本稿の第一の課題と

する。

また，慢性的生乳過剰構造からの脱却，内外価格差是正の要請等の観点から

加工原料乳保証価格・基準取引価格の引き下げが求められつつある中で，その

引き下げの生乳需給への影響を定量的に検討することが求められている。拙稿

C 1)， Suzuki and Judson C 2 )はそれを試みたものであるが，そのモデノレの 1

つの難点は，生乳市場の不完全性について十分な考慮をしていなかったことで

ある。解決すべき大きな問題は，独占モデノレも競争均衡モデノレも適用できない

ような不完全競争下の生乳市場において，加工原料乳の政策価格を引き下げた

場合!と，飲用乳価がどのように決まるかということであろう。それは市場の競

争性の違いによって影響を受けると考えられる。したがって，その関係を検討

することは重要なのである。

そこで，市場の競争性の度合によって加工原料乳の政策価格引き下げの飲用

乳価下落への影響の程度がどのように異なるかを明らかにすることを本稿の第

二の課題とする。

注(1) 本稿における「不完全競争」は，広義に，企業の直面する限界収入(あるいは

平均収入〉が右下がりである市場構造を意味するものであって， i製品分化」が

行なわれているために，個々の売り手が右下がりの需要(=平均収入) IC直面す

る場合を論じる Robinsonの ImperfectCompetitionあるいは Chamberlinの

Monopolistic Competition を意味するものではな t.:~o

2. 生乳市場の競争性

我が国の FMPが輸送費lこ起因する格差を超えていることは，加工向け比率

が 8割以上という北海道と飲用向け比率がほぼ 9割という都府県との聞の，都
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第l表 FMPと輸送費との関係

年
現状の飲用乳価

(都府県の受取レベノレ〉 Prー(GP十T) Prー(SP+T)
度 Pr 

1979 113.20 1. 33 25.90 

80 111. 84 -0.03 24.54 

81 108.73 -3.14 21. 43 

82 109.59 -2.78 21.79 

83 110.04 -3.03 18.68 

84 108.73 -4.34 16.55 

85 110.12 -2.95 16.95 

86 105.29 -5.28 12.75 

87 100.36 -5.39 9.6ヲ

88 100.04 -2.79 10.53 

注(1) GP:保証価格， SP:基準取引価格.T:北海道一都府県〈東京・大阪〉間輸

送費.
(2) 北海道一都府県(東京・大阪〕間の輸送費 (T)は1980年頃から最近まで酪

農関係者の聞で一貫して 21-25円/kgとされているので， 乙乙ではややおお
まかではあるが平均値としてお円を 1979-88年のすべての年に適用した.

府県の飲用乳市場をめぐる「南北戦争」下において，都府県の欽用乳価が，両

地域聞の輸送費に起因する格差に収赦していないことに端的に現れている。よ

り具体的に言えば，第 l表lζ示したように， 1980年代の飲用乳価(都府県の受

け取りレベノレ〉の水準は，北海道一都府県〈東京・大阪〉間輸送費を一律 23円

(第 l表並(2)参照〉とすると， ["保証価格+輸送費」よりわずかに低く，基準

取引価格十輸送費」よりかなり高いレベルにある。北海道の限度数量超過分の

一部は基準取引価格で販売されているのが現状であるから，この現状が競争制

限のない下で生じているとすれば，欽用乳価(都府県の受け取りレベノレ〉は，

「基準取引価格+輸送費」に等しくなっているべきである。つまり，現状の飲

用乳価は競争均衡(2)水準より高いのである。

したがって，この輸送費に起因する格差を超える FMPの形成の原因は，

「価格差別J(price discrimination)に求められよう (K偲sel(3J .大塚(4))(3)。

FMPの存在は我が固にかぎらず，世界的lζ多数の国々において観察される
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(H側 (5))。そしてそれは，①生産者による地域的な一元的集乳・販売組織の

存在，②飲用乳・加工原料乳両市場の非可逆性〔一度加工原料乳用途l乙仕向け

られたものは飲用乳用途lと転売できない)，③プーノレ乳価の支払いによって実現

されているのが共通的な特徴である。つまり，生乳には保存・輸送の困難で需

要の非弾力的な飲用乳に対して保存・輸送が容易で需要が弾力的な加工原料乳

の用途が存在するので，上の①②③が揃えば，価格差別が可能となる。その誘

因は米国の連邦牛乳販売命令 (FederalMilk Marketing Order)の導入に見ら

れるように飲用乳需給の季節的ギャップの存在に求められる (4)。

これらの点を具体的に理解するために，米国の連邦牛乳販売命令の導入の考

え方をやや詳細に整理しておくことが有益であろう。米国における連邦牛乳販

売命令は，他の国々の Mi1kMarketing Board I乙比して，その個々の集乳・販

売地域の範囲が小さいこと，生産を規制する法的権限を持たないことが特徴で

ありくH∞s(5))，日本の指定団体に比較的近い側面がある。米国では， 1937年

以降政府の連邦販売命令によって飲用向け (ClassI)乳価を加工向け (Class

ll)乳価より高く維持するという価格差別(この格差は iClassI Differentialj 

と呼ばれる〕が行なわれている。この根拠は次のとおりである。非弾力的な飲

用乳需要と季節変動の大きい生乳生産の下では， free marketであると，生産

増大期〈春一夏〉における大幅な飲用乳価格低下が生産を停滞させ，それが生

産減少期〈秋ー冬〕における飲用乳価格高騰を大きくするという事態を発生さ

せるD これによって生産者・消費者ともに不利益を蒙るであろうから，生産誠

少期における飲用乳価格上昇が十分緩和できる程度の生乳生産が確保されうる

安定的な飲用乳価を最低価格として保証しようというのである。その価格維持

のため，生産増大期1Cは過剰乳を飲用乳市場から隔離し加工原料乳として処理

するのである。仮に，生乳l乙飲用乳用途しかなければ，余剰乳としてのきわめ

て低い限界価格(最終単位の販売価格〉がすべての生乳に形成されることにな

るが，幸いにも生乳lとは保存・輸送の困難な飲用乳に対して保存・輸送が容易

な，またそのため需要が弾力的な加工原料乳の用途が存在するので，人為的に

両市場を insulateできれば，加工原料乳!とは余剰乳の限界乳価が形成されても
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飲用乳の価格をそれより高く維持することができる。実際lとは，加工原料乳価

は全国〈ロッキ一山脈以東〉で最も生産コストが低く最大の加工原料乳地帯で

ある Minn明，taand Wis∞nsm地域〈加工向け比率 80%以上〉の加工原料乳価

(M-W価格〕が全国価格として形成されているので，他地域でその地域の生乳

生産を確保するために保証される飲用乳価は当然これを上回るものとなる。こ

うした価格差別を実現するには，両市場をめぐる個々の農家間の競争が起こら

ないようにしなければならないし，加工原料乳として販売された生乳が飲用乳

市場に転売されるのを防止しなければならない。このために，一元的な販売体

としての市場地域を指定し，個々の生産者には 2用途をプールした混合乳価

(blend price)を支払うようにする必要がある。また，生乳転売防止について乳

業メーカーへの規制も必要になる(森(6)，Ippolito叩 dMa鉛on(7))(5)。

次IC.，考えるべきことは，価格差別の程度である。独占均衡〈全国指定団体

の共同利潤最大化， joint profit maximization)の価格差別は我が国の生乳市場

において存在しうるか。我が固において，上述の「①生産者による地域的な一

元的集乳・販売組職」にあたる指定生乳生産者団体(以下「指定団体」と呼ぶ〉

は，各都道府県単位に 47団体存在し，全国プーノレ乳価は存在しない。全国プ

ーjレ乳価が存在しない，つまり利潤の再分配 Csidepayment)のない下では，

飲用乳の販売量を制限し，飲用乳価を高く維持することによるメリットを享受

できる程度が飲用向け比率の高い指定団体〈都府県〉と低い指定団体〈北海道〉

とで大きく異なるから，独占均衡に近い指定団体の協調が得られるとは考えに

くい。しかし，北海道も合意して， 1979年以降生産調整が実施され，また「と

も補償」による部分的な利潤の再分配が試みられた(矢坂 (8)，ただし 5年

で崩壊した。〉ことに示されているように，協調を志向する努力が行なわれて

いることは確かである。

以上のように，我が国の生乳市場は，北海道と都府県との聞の「南北戦争」

に代表される競争 (6)と生産調整の実施に代表される協調的行動との複合的作

用によって競争均衡と独占均衡との中間の不完全競争下にあると考えられる。

しかも，その不完全性の程度は，都道府県別の 47指定団体という諸外国に比
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べて比較的多い一元的販売体が，特に用途別仕向が大きく異なる北海道と都府

県聞の競争l乙代表される競争を展開していることを考慮すると，独占均衡から

はかなり帯離した不完全競争であるという仮説がたてられる。

注(2) 本稿では r競争均衡」とは，現状の加工原料乳への不足払い制度を前提とし

たよで，指定団体の行動に競争制限がなく，個々の指定団体が直面する飲用乳価，

加工原料手L価を所与として行動する場合IC達成される均衡状態であると考える。

具体的には，北海道と都府県との 2地域間競争において r飲用乳価(飲用手しの

平均収入，都府県の受取レベル)=加工原料乳の限界収入+両地域間輸送費」が

達成されている状態である。 ζ 乙で，加工原料乳の平均収入〈保証価格と基準取

引価格との加重平均価格〉でなく，限界収入とした点に留意されたい。乙れは，

具体的に言うと，北海道に，限度数量を超える加工向販売が存在し，それに対し

て，保証価格より低い基準取引価格が適用されている場合，北海道は，基準取引

価格と都府県の飲用乳価とを比較して行動すると考えられるからである。ただし，

ここでの「基準取引価格十輸送費」という「競争均衡」欽用乳価は，あくまで

「北海道に限度数量を超える加工向販売が存在している」という需給条件の下に

おけるものであることにも留意する必要がある。需給条件の違いによる「競争均

衡」飲用乳価の変化については，後の注凶で論じている。なお，飲用乳価と加

工原料乳価との関係ではなく，指定団体聞のプーノレ乳価が輸送費IC起因する格差

に収飲している状態を「競争均衡」と称する場合もある。そのような定義は，

「競争均衡」状態における地域別の乳価水準・生乳移動量を空間均衡モデルによ

り推計した過去のいくつかの研究(小林 (9).林 (10).伊藤(11)等)において採

用されている。それらの研究は，都府県をいくつかの地域に細分している点が本

稿のモデノレより実証的である反面，地域別の飲用乳価・欽用乳需要量は固定され

ており(林 (10).伊藤 (11)).他地域からの飲用乳の流入により飲用乳価が下が

ることによって競争均衡が実現されるというメカニズムが反映されない等の問題

があると考えられる。

{3) FMPの形成の原因は「価格差別JIC求められるが. FMPの値の大きさは需給

条件の変化によっても変動する。つまり，欽用乳需給逼迫期には拡大し，緩和期

には縮小する。したがって.FMPの時系列的変化によって単純に生乳市場の競

争性の度合の変化を論じることはできない。

<(4) 本稿における分析データは，すべて年単位であり，生乳需給の季節性の問題は，

具体的には取り扱われていない。

~5) 飲用乳価の水準の決め方については，当初遠距離輸送の困難な時代には，各々

の市場地域はE乱立した(iso!ated)独占体 (Kesse!(3))としてその地域の需給事

情IC基づいた価格形成が行なわれたので，全国統一的な基準はなかったが，遠距



生乳市場の競争性と飲用乳価水準 7 

離輸送条件が整備されるにつれ各市場地域の孤立性が薄れ， 1960年代初頭以降飲

用乳価の最低水準が「加工原料乳価 (M-W価格)+ Minnesota and Wisconsin 

地域の中心的な EauClaire市から当該地域までの輸送費」として定式化されそ

の後定着してきている(小沢 (12))。 乙の算式の根拠は，園内のどこかの地域で

飲用乳の不足が生じた場合には，常時飲用需要を上回る余剰j乳を大量に抱えてい

る Minnesotaand Wisconsin地域から牛乳を輸送し需要を充すことができる

〈小林(9))ようにするため，その誘因となるように rM-W価格+輸送費」が最

低価格として維持されていることが必要であるという考え方である。なお， ζ の

ように，米国における乳価は飲用乳価，加工原料乳価ともに政策価格である。飲

用乳価は rM-W価格」を基準とした最低価格としての政策乳価を設定している

一方，加工原料乳価については市場価格である rM-W価格」を基準としている

が， iM-W価格」は CCCによる乳製品無制限買い上げで間接的に支持されてい

るので加工原料乳価も政策価格といえる(小沢(12))からである。

(6) 指定団体閣の競争には，北海道と都府県という関係だけでなく，都府県内の指

定団体閣の競争もある。特に，近年，都府県のうちそれまで加工向け比率の高か

った指定団体を中心とする飲用向け販売比率の拡大競争が激化している(矢坂

(8))。

3. 分析モデル

そこで，そのような我が国生乳市場の不完全性の程度を計量的に位置づける

ため，我が国生乳市場を独占均衡と仮定した場合のモデJレ，寡占均衡と仮定し

た場合のモデノレを構築し，その場合に推定される飲用乳価水準と現状の飲用乳

価水準とを比較することによって，現状とそれらの想定されたモデルにおける

推定値との帯離の程度を検討したい。競争均衡における均衡飲用乳価は，先の

第 l表lζ基づいて計算されるので，競争均衡モデノレは構築しない。

モデノレの説明に先だって，我が国の乳価制度の概略を整理しておく必要があ

ろう。まず，加工原料乳については， 1966年度に導入された「加工原料乳不足

払い制度」の下で，保証価格によって保証されている。保証制度の運用は，限

度数量〈ただし， 1979年度以前については加工原料乳認定数量全て〉の範囲内

において，政府の定める保証価格(酪農家の再生産確保価格〉と政府が乳業メ
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ーカーに対して定める基準取引価格(乳製品の市場価格から算定される乳業メ

ーカーの支払い可能乳価〉との差額を，指定団体を通じて，不足払いする方法

で行なわれている。一方，飲用乳価については政策乳価は存在しない。

次l乙モデノレの構築l乙当たっての主な仮定をまとめておく。

仮定 1. 指定団体閣の競争と協調を，北海道と都府県との関係に代表させる。

つまり 2地域区分の計量モデノレを構築する。

仮定2. 生乳は同質的商品であって「製品差別」による価格差は形成されない。

仮定5. 指定団体から生乳を購入する買手は多数である。指定団体からの生乳

購入者である乳業メーカーの寡占性およびその寡占力の低下は重要な問題であ

るが，本稿では指定団体の行動!と焦点を当てることとし，この買手寡占 (oligo-

psony)の問題を無視する(7)。

仮定 4. 1つの指定団体内の各酪農家は，指定団体における 1つひとつの工場

とみなされ，全体の生産量の決定は指定団体で行なう。この仮定は，生産調整

は存在するものの，基本的には，個々の酪農家が指定団体から支払われるプー

jレ乳価に反応して自らの生産決定をすると考えられる現実の乙/ステムとは異な

る。ここで構築するモデノレは，あくまで独占均衡等において想定される飲用乳

価水準を求めるためのものであって，現状を説明するためのものではないこと

に留意されたい。

仮定 5. 保証価格の適用される限度数量を超過した加工原料乳は，常に基準取

引価格で買い取られる。つまり，限度数量を超える加工原料乳については，基

準取引価格であれば需要は無限弾力的と仮定する。

仮定s.飲用乳市場ほ，都府県lとしか存在しないこととし，北海道が飲用事Lを

販売するときは，必ずTの輸送費が生ずるものとする。一方，加工原料乳はど

の県で売っても保証価格(あるいは基準取引価格〕が適用されるので，基本的

lζ県外移送の意味はない。よって，輸送費は考慮しない。

次l乙，モデノレの具体的イメージを鮮明にするために，地域区分を行なわない

で，輸送費を無視した全国一本の生乳市場を想定した第 1図によって，独占均

衡，競争均衡，寡占均衡および現状の位置づけをしてみよう (8)。第 l図(a)に
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は，加工原料乳の需要(平均収入〉と限界収入が描かれている。限度数量 (Pay-

ment Quota)までは保証価格 GP，それを超えると基準取引価格 SPが支払わ

れることになっている。 (b)には，飲用乳需要(平均収入〉と限界収入が描かれ

ている。独占均衡において認識されると仮定する「実際の」限界収入とは別に，

実際の限界収入の傾斜よりは緩やかな限界収入が描いであるが，これは寡占状

態で認識される「主観的」限界収入の例示である。 (c)には，両用途の平均収入，

限界収入を水平和 (geometricalsum)した生乳市場全体の平均収入，限界収入

と，総供給〈限界費用〉曲線が描かれている。まず，独占均衡では，均衡生産

量は隈界収入と限界費用との交点で決まる Q'，均衡飲用向販売量は両市場の限

界収入がSPで等しい Q/，均衡飲用乳価は Pr'となる。ただし，全国 MilkMar-

keting Board によって全国プーノレ乳価が個々の酪農家に支払われ，生産はそれ

を所与として決定される場合を想定すると，生産量は先の Q'ではなく，図中の

Blend Lin巴と限界費用との交点で決まる Qb'まで増加してしまう。したがって，

全国プール乳価を実施する MilkMarketing Board にとっては，独占均衡生産

量を達成するためには，常lζ生産調整(この場合， (Qb'-Q')に当たる量〉を必

要とすることになる。ただし，全国プール乳価によって生産量が増加しでも，

独占均衡飲用乳価は維持されることにも留意する必要がある。なぜなら，とこ

では，限度数量を超える加工向販売量lζ対する限界収入が SPで一定となると

仮定されているからである(9)。これに対して，競争均衡では，市場νペノレで見

ると，均衡生産量は平均収入と限界費用(需要と供給〉との交点で決まる Qヘ

均衛飲用向販売量は両市場の平均収入が，この図では GPで等しい QJi均衡

飲用乳価は GPと等しい Pr"となる。さて，寡占均衡の場合には，飲用乳の限

界収入が独占の場合より援やかに perceiveされているので，均衡飲用乳価は，

独占均衡と競争均衡との中間!とあると考えられる。ところで，現状の飲用乳販

売量，飲用乳価の位置であるが，過去の多〈の計測においてもそうであったよ

うに，現状の飲用乳需要の価格弾力性が unityを下回ることが予想されるので，

この図中では，飲用乳の限界収入がマイナスであるところの例えば， Qr， Prあ

たりにあるという仮説がたてられる。
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さて，実際に使う 2地域区分の計量モデノレを，数式の体系で整理しよう。ま

ず，北海道と都府県が共同利潤最大化を目指して完全な協調状態にある独占均

衡モデルを示す。

以下では，添字 tが都府県， hが北海道，添字 fが飲用乳 mが加工原料乳

を表し， π:利潤， P:価格， Ci: 酪農家の総費用， ql: 酪農家の生産量， Q: 

指定団体の販売量CQ=l'qふ T:北海道一都府県(大阪・東京〉間輸送費， GP: 

保証価格， SP:基準取引価格， PQ:限度数量(1979年度以前については認定

数量)， M，N:それぞれ都府県，北海道の酪農家戸数とする。限度数量を超え

る加工向販売量が存在するか否かでモデノレの形は若干異なるが，ここでは，限

度数量を超える加工向販売量の存在を前提としたモデノレを示す。加工向販売量

が限度数量を下回る場合は，若干の変更をすればよいので，それは後で触れる

ことにする。

モデル 1 (独占均衡〉

max.π=Qrt. Pr十Qfh・CPf一T)+PQ.GP+CQm-PQ)・SP

一(C1てqjつ+……十CM'CqM'))一(Clh(q1h)+……+CNh(qNh))
M 

S.t. Qf+Qm=Q. Qfh十 Qf'=Qf.Q'+Qh=Q. Pf=Df(Qf). Qも=豆コqit •

N 

Qh=I;qjh. 

Qft+Qmt=Qt 

Qrh+Q皿 h=Qh

-・・・・・(1-1)

・・・(1-2)

・・ (1-3)

(1-1)をQr，Pf， Qm， Qf'， Qfh， Q'， Q¥ Q， q1''''…q)!'， qjh""..qNhについて

解くと 1階の条件は，

Pf十Qr・dPr/dQr=SP
=dct'jdq1t=…… =dCM'jdq)!' 

=dC1hjdqjh=・・・…=dCNhjdqNh 一(1-4)

かつ， T=Oo T=Oはありえないので，これの意味するところは， (1-1)式の

目的関数において.Qrh=Oということである。つまり，具体的には.QfはQr'

のみで満たされるか，それが無理な場合は，生産要素を北海道から都府県に移

してそれを実現するということである。モデノレ 1の場合， Qrは現状よりかな
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り制限されることが予想されるので， QrくQtとなり， QrはQrtのみで満たさ

れることが見込まれる。また.(1-4)において， spが政策乳価として固定して

与えられるので，均衡飲用乳価の推定には，費用関数の推定は必要ないように

一見思われる。しかし，加工向販売量が限度数量を下回る場合には， (1-4) に

おいて， spを GPI乙変更する必要がある。加工原料乳の限界収入がspにな

るか GPになるかは，全体の生乳供給量l乙依存するので，厳密には，費用関数

の推定は必要なのである。

次l乙北海道と都府県が互いに，相手の行動l乙対して一定の推測をもって，

自己の行動を決定する，寡占〈複占〉市場を想定する。その「一定の推測Jの

形態をここでは. Cournot型(ある企業が自己の利潤を最大化するように供給

量を決めるとき，それは他の企業の供給量になんら影響を与えない〉であると

仮定する。なお，生乳市場は r製品差別」による価格差は形成されないと仮

定されているので，同質寡占市場が想定される。まず，同質寡占市場号デノレを

一般的l乙整理すると次のようになる。相手の行動に対する推測は，都府県の利

潤最大化の制約条件の中の Qfh=Qfh(Qrつ，北海道の制約条件の中のQrt=Qrt

(Qfりに表現されている。また，双方ともに飲用乳の市場需要関数が右下がり

であることを知っていることは，双方の制約条件の中の Pf=Df(Qf)に表現さ

れている。

モデル 2 (寡占均荷〉

max.が=Qft• Pf十PQt・GP十(Qmt-PQつ.SP 

-(Cパq1t)+……+CM叱qMt))

S.t. Qft十Qmt=Qt.Qfh+Qft=Qf・Pf=Df(Qr).
M 

Qfh=Qfh(Qft). Qt=:L;qlt. …… (2-1) 

max. :rh=Qfh・(Pf一T)+PQh.GP+(Q皿 h_PQり・ SP

一(Clh(q1h)+……+CNh(qNり〕

S.t. Qfh+Qmh=Qh. Qfh十Qrt=Qf・Pf=Df(Qf).
N 

Qft=QNQrh). Qh= :L;q!h. …・・ (2-2)
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(2-1)をQr， Pr， Qm t， Qr九Qrh， Qt， qlt...・..q盟Zについて解くと，

Pr+Qrt • dPr/dQr・c1+dQrh jdQrt) = SP 

=dcNdqlt=……=dCMtjdq}[t 日 (2-幻

さて，ここで， Cournotの仮定に従って，他の企業の供給量は所与としてい

ずれも追随者として行動する〈つまり，上の制約条件式の Qrh=QrhCQrつは Qrh

=Qrh C一定)， Qrt=Qr‘CQrりはQrt=Qr'C一定〉で忘る)，あるいは，自己の

供給量変化による分だけの市場価格変化を想定していると考えれば，

1 +dQrhjdQrt=dQNdQrt+dQrhjdQrt=dQrjdQrt= 1 CγdQNdQrt=O)なので，

(2-3)は，

Pr+Qrt • dPr/dQr=SP=dcNdqlt=……=dCMtjdqMt 

と書き換えられる。

(2-2)をQr，Pr， Qmh， Qr九Qrh，Qh， qlh..・…qNhについて解〈と，

Pr+Qrh・dPr/dQr・c1+dQrtjdQrh) -T=SP 

= dClhjdqlh =・・・・・・=dCNhjdqNh

…(2-4) 

一(2-5)

都府県の場合と同様にして， 1 +dQNdQrh = dQrjdQrh = 1 CγdQ♂jd島h=O)

なので， (2-5) は，

Pr+Qrh • dPr/dQr-T=SP=dclhjdqlh=……=dCNhjdqNh ・・…・ (2-6)

と書き換えられる。

加工向販売量が限度数量を下回る場合には， (2-4)， (2-6)において， SPは

GP に変更される。

さらに， Cournotのように，北海道，都府県ともに追随者として行動すると

仮定するかわりに，どちらかあるいは両方が先導者となる場合も仮定すること

ができる CStackelberg行動〉。例えば，都府県が先導者としてQrむを決めると，

北海道が追随者として (2-6)から得られる dQNdQ♂に応じた反応をするが，

その反応を先導者たる都府県は知った上で Qftを決めていると仮定する場合に

は， (2-4)の代わりに (2-6)から得られる dQrhjdQrもを (2-3)に代入して用い

ればモデノレが変更される。同様にして都府県が追植者で北海道が先導者である

場合，両方が相手は追随者と信じて先導者たらんとする場合のモデルもできる。
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これらをモデル 2のパリエージョンとして，それぞれの場合の均衡飲用乳価も

推定することとする。

注(7) 飲用乳市場の分析では，売手が指定団体，買手がメーカーという生乳での移動

と売手がメーカーで買手が消費者というパックされた製品での移動との両方を考

慮すべきであるが(賢政(13))，本稿では指定団体の行動に焦点を当てることとし，

前者のみしか考慮していない。

(8) ただし，との第 1図における「競争均衡」は，加工向けと飲用向けを合わせた

総需要(平均収入〕に基づく「競争均衡」の概念であり，先の注 (2)で述べたよ

うに，本稿の実際の計算で使われる，加工原料乳の限界収入を基準にした「競争

均衡」とほ異なるものであることに留意されたい。

(9) 米国における孤立した市場地域を想定した差別独占の先駆的研究(Kessel( 3 )) 

でも，加工原料乳需要の弾力性を無限大とおいて， Blend Priceを支払うがゆえ

に独占均衡生産量を超えてしまう生乳ば，その超過分を加工原料乳に回すことに

よって飲用乳価の独占均衡水準は維持されていると仮定した。しかし， Ippo1ito 

and Masson ( 7 )は，現実の飲用乳需要の価格弾力性が unityを下回ることから，

飲用乳価に独占均衡水準が維持されているとばいえないとした。

4. 関数の特定化と推計

各モデノレにおける均衡飲用乳価を推定するために必要な関数は各酪農家の費

用関数と飲用乳の市場需要関数である。費用関数の推定は，加工原料乳の限界

収入がSPなのか GPなのかを決定するためには，集計された生乳供給関数が

必要だという理由から求められている。しかし，現状より飲用向販売量がかな

り減少し，加工向販売量が増えることが予想される独占均衡や寡占均衡におい

ては，加工向販売が限度数量を下回り，加工原料乳の限界収入が GPになると

いう状況は，プーノレ乳価の支払いを前提としていない本稿のモデル!とおいても，

生乳供給が価格に対してあまり弾力的でないという過去の多くの計測結果も併

せて考慮すれば，想定する必要はあまりないと考えられる。したがって，本稿

では，モデjレ1および 2の均衡における加工原料乳の限界収入は SPであると

仮定し，費用関数の推定は行なわない。

飲用乳需要関数の推計には，自己価格，消費支出，気温，幼年人口率を説明
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変数とする線形式を用いる。ここでの飲用乳需要は，小売段階での製品lζ対す

る最終需要ではなく，メーカ一段階での生乳Iζ対する派生需要で捉える。線形

支出体系，両対数線形も試みたが，計測結果は，市場の限界収入が常にマイナ

スとなるものであった(10)。市場の限界収入が常にマイナスであると，独占均

衡解が存在しなくなる。したがって，線形式を選択した。観測データ範囲を大

きく下回るような欽用乳需要量，観測値を大きく上回るような飲用乳需要量の

状態における需要量と価格との関係はよくわからないが，少なくとも観測デー

タ近辺で当てはめた直線をそのまま引き伸ばしたものとはかなり異なることが

予想されるので，観測データ近辺を大きく超える直線の両端の方の償は誤差が

大きいことに留意しなければならない。

第 2表飲用乳需要関数の計測

計測期間 ① 1966-88 ② 1966-78 ③ 197ヲ-88

被説明変数 Qr/N Qr/N Qr/N 

説明変数

定数項 -15. 50( -2.91) 22.48(1. 07) -6.15(-2.臼〉

Pr/WPI -4.31(-3.82)料* -2. 50( -0. 70) -14. 49( -4.25)判*

C/N 2.65(27.96)*** 2.42(7.58)料* 3.15(9.96)*判

N014 85.31 (5. 21)*** -88.60(一1.1ヲ) 71. 55(7. 43)*** 

AT 0.015(0.62) 0.041 (1. 04) 

DY7274 -1. 81 (-5.46)紳* 一1.69C -4.06)材*

R2adjusted 0.991 0.985 0.952 

D.W. 1. 55 2.76 1. 62 

AIC 41. 80 20.74 12.38 

注(1) Qf/N: 1人当たり飲用乳需要量 (kg/人，年度， r牛乳乳製品統計J)，Pf: 

飲用乳価(円/kg，年度， r農村物価賃金統計」から推計)， WPI:卸売物価指

数(総合)(1985 = 100，年度， 日本銀行「卸売物価統計J)，N 014: 0-14歳入

口比率〈総人口 =1，r日本統計年鑑J)，AT:年平均気温(東京)(0.1 oC，暦

年，気象庁調べ)， C/N: 1人当たり実質民間最終消費支出(1980年基準〉
(億円/千人，年度，経済企画庁「国民経済計算年報J)，DY7274: 1972-74年
を1，他を Oとする生乳生産停滞期ダミー.

(2) ③式には， Prais-Winstenの2段階法を適用したので， 0.545・e_l(0.545は
残差の l階の標本自己相関係数， e_lは l期前の回帰残差.)なる項を生じるが，
E(e) = 0から，その項をオミットした.

(3) ( )内数値は tー値*料ば 1%水準で有意.
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線形式の計測結果ほ第 2表!と示すとおりである。 1966-88年を通じた計測で

ある①式と 66.......78年と 79.......88年lと分けた計測結果である②，③式を比べて明

らかなように， 66-88年間の前半部分では，飲用向け乳価の係数が小さくまた

有意でなく，後半ではかなり大きくなり，全期間を通じた計測の値はその平均

的な値である。したがって，①式を全期聞を通じて適用することは適当ではな

い。そこで，③式を用いて，分析の期聞を 79-88年に絞ることにしたい。③

式では撹乱項の l期の自己相聞に対処して Prais-Winstenの 2段階法を用い

た。 79年を構造変化点としたのは，最小計測期聞を 10年として， 66-88年聞

を前期と後期l乙分けた計測の中で， 前・後期の AICCAkaike's Information 

Criterion)の合計を最小にする分割が 66-78，79-88だからである。③式か

ら計算される 79-88年の各年の飲用乳需要の価格弾力性(絶対値〕は， 0.42 

~O.54 である。なお，これらの計算は稲葉 (14) のマイクロ・アグネスで行な

った。

注側例えば， Bernoulli型(または Klein=Rubin型， Geary=Stone型〉効用指標

関数を想定した 2費自分割(牛乳消費とその他消費〉の線形支出体系モデルを考

える(辻村 (15))0 qを需要量 Pを価格とする。 Bernoulli垂効用指標関数を

U=l'a!1n(ai+qi)， i=1，2 (1ほ飲用乳 2はその他〉として，収支均等式 Z

piql=yと制約付効用極大条件から導かれる限界効用均等式を連立して解けば，

飲用乳需要関数として，

P，Q， = (all S m)・y+(allS ai)・Sal+lpl叫ー(a，pllSm).S ai+l 

を得る。 y，P2を固定し，売手にとっての平均収入関数の形にし，当初の記号に

置き換えると， a， bを定数として， P!=a/(Qr十b)の形になる。理論的要請とし

て， a>Oである。また， b については， bくOのとき， -b はこの財の最低必要臨

界量を示し，乙の財が必需財であることを示す。飲用手Lの場合には， b<oが計測

される。さて， a>O， bく0とすると， Rr'く0，Rr">Oとなって， 限界収入曲線

は常l己負健をとり，ゼロに限りなく近づく増加関数となってしまう。乙乙で， Rf 

は飲用乳の総収入を示す。

また，両対数線形式の場合は，他の変数を一定として， Pr=aQrbの形になる。

飲用乳需要の価格弾力性は unityを下回る，つまり， -l<l/bく0，書き直して

bくー1なので，乙の場合にも Rf'<0， Rf">Oとなる。
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5. 均衡飲用乳価の推定

各モデノレにおげる均衡飲用乳価の算定式を示そう。まず，第2表に示した飲

用乳需要関数は，他の要因をαで表すと，

Qf月J=α+s'Pr/WPI 

と書け， Pf について整理すると，

Pf=ー α・WPI/s + WPI/Cs • N)・Qf

となる。ここで，改めて a=ーα・WPI/s，b=WPI/Cs. N)とおいて

Pf=a+b・Qf

と簡略な表現にしておく。これを用いて，各モデノレにおける均衡飲用乳価の算

定式を列挙すれば，以下のようになる。

〔モデル 1) Pf=a+CSP-a)/2 

(モデノレ 2) Pf=a+C2・SP-2・a+T)/3

(モデノレ 2'① Pf=a+C3・SP-3・a+2・T)/4

fモデノレ 2'② Pf=a十 (3・SP-3・a+T)/4

〔モデル 2'③) Pf=a+C4・SP-4・a+2・T)/5

SP<aなので，モデjレ1からモデル 2'③!と向かつて均衡飲用乳価が小さ〈

なることが読み取れる。

さて，実際!こ， 1979~88 年についてモデノレ l および 2 における均衡飲用乳価

の推定値を求めた結果は第 3表に示されている。まず，現状の飲用乳価は，先

の第 1表l乙示したように， 100~113 円で， 0.4から 0.5程度の需要の価格弾力

性が示すように飲用向販売量は限界収入がマイナスの状態まで達していること

を確認しておこう。

モデノレ 1，すなわち，全国の指定団体が共同利潤最大化を目指して協調する

独占均衡では，飲用向け販売量が厳しく制限され，飲用乳価は 184-214円と

約 2倍にはね上がることになる。飲用向け販売量は都府県のみで満たされる。

ただし，直線で近似した需要関数をデータ範囲をはるか!と超える部分で議論す
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第 3表各そデjレにおける均衡飲用乳価の推定値(円jkg)

モデル l モデJレ2 モデル 2'①
年

(独占=共同利潤最大化〉 (クールノー型同質寡占) 〈北海道=先導者〉

1979 183.60 151. 50 135.45 

80 202.33 163.99 144.82 

81 206.07 166.48 146.68 

82 211. 70 170.40 149.75 

83 211. 48 171. 44 151. 42 

84 214.17 173.51 153.18 

85 210.53 171. 41 151. 85 

86 196.40 161. 78 144.47 

87 195.86 160.80 143.26 

88 198.79 162.36 144.15 

年
モデJレ2'② モデル 2'③ 競争均衡

〈都府県=先導者〉 〈双方先導者) SP+T 

1979 129.70 121. 22 87.30 

80 139.07 128. 71 87.30 

81 140.93 130.21 87.3C 

82 144.∞ 132.76 87. 30 

83 145.67 134.81 91. 36 

84 147.43 136.38 92. 18 

85 146.10 135.51 93.17 

86 138.72 129.48 ヲ2.54

87 137.51 128. 15 90.67 

88 138.40 128.62 89.51 

注. SP:基準取引価格， T:北海道一都府県(東京・大阪〉間輸送費.

るのは困難であり，この飲用乳価の推定値の絶対額についてはかなりの誤差を

含んでいるものと考えざるをえない。したがって，現状の 2倍かどうかという

議論はあまり意味がないであろう。

モデJレ2，すなわち生乳市場をCournot型〔北海道・都府県双方とも追随者〉

の同質寡占市場とみなした場合には，飲用乳価は 152-174円程度lこまで下が

る(Cournot-Nashequilibrium)。また，モデノレ 2'①②③のように少なくとも

一方が先導者となる場合 (Stackelberg行動〉には，いずれもモデル 2より飲用
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乳価の水準が低くなる。そして，③双方先導者たらんとする場合が 121""136

円と最も低い。これは，本体系では，北海道が追随者である場合の dQrhjdQrt，

都府県が追随者である場合の dQr'/dQrhはともに一0.5となるので，これを見

込んで行動する先導者の dQfjdQrもないし dQr/Qrhは1-0.5=0.5となり，自

身が追随者として行動する場合の lより小さくなるからである。この点を，北

海道が追随者である場合について具体的に示せば，次のようになる。北海道は，

dQftjdQrh=O (または， dQr/Qfh = 1)と推測して，先の (2-6Jに示したように，

Pr+Qrh . dPr/dQf-T=SP 

という決定を行なうが，これをあ=a+b・Qf=a+b・CQft十Qfh)を用いて具体

的に書けば，

Qrh=一0.5・Qft十CSP+T-a)jC2・b)

となるので， dQNdQft= -0. 5である。したがって，これを知っていると仮定

される先導者たる都府県の行動は，先の (2-3J式の

Pr+Qrt.dPr/dQr' (1 +dQrhjdQfつ=SP

!とおいて， dQf/d白色=1 + dQrh/dQrt= 1ー0.5= O. 5となるので， (2-4J式の

Cournot型の行動を示す，

Pr+Qrt・dPr/dQr=SP

でほな<，

Pr+0.5・Qrt.dPr/dQr=SP 

となるのである。

モデノレ 2'①②③の均衡飲用乳価も，最も低い③でも，現状よりは 8""29円

の幅で高い。したがって，現状の dQr/dQrt，dQr/dQrhの値のうち少なくとも

一方は 0.5より小さいことがわかる。

なお，競争均衡水準については，第 l表で検討した方法lこしたがって，北海

道の生乳のいくらかは基準取引価格レベルで処理されていることを前提にした

場合の価格，すなわち「基準取引価格+北海道・都府県閤輸送費JCSP+T)を

示した。すでに見たように，現状の飲用乳価は，とれよりは 10-26円の:幅で

高い(11)。
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ところで，飲用乳需要関数の slopeの推定値Pの違いに対する均衡飲用乳価

の sensitibityを検討しておくことが必要であろう。 a=一α・WPI/sであるから，

Fが x倍になると aは l/xになるという関係がある。一方， Prと aの間!とは，

〔モデノレ 1) dPt!da= 1/2 

〔モデノレ 2) dPt!da=1/3 

〔モデル 2'①) dPt!da=1/4 

〔モデjレ2'②dPt!da=1/4 

〔モデル 2'③ dPr/da=1/5

なる関係が存在する。とれは， sが 2倍になった場合でも，最も影響の大きい

モデノレ lで，均衡飲用乳価の変化は. -a/4であるということで.sの推定値

の違いによる均衡飲用乳価の変動はそう大きくないことを示している。

注凶 留意すべきことは，乙の水準は，需給条件の違いによって異なってくるという

乙とである。需給条件によるあの水準の違いは，次の①~⑤の 5通りの場合分

けができる。

① Pr>GP+T (北海道，都府県すべての生乳が飲用向け〉

② Pr=GP+T (北海道の限度数量が未消化)

③ SP+TくわくGP十T(北海道の限度数量超過分がすべて飲用向け〕

④ Pr=SP十T(北海道の限度数量超過分の一部は SPで販売〉

⑤ Pr<SP+T (飲用乳需要は都府県のみでまかなわれる)

現状は④にあたる。この SP十Tは，現状l己競争制限が存在しない下で，現状の

「北海道の限度数量超過分の一部は SPで販売」の需給条件が達成されていると

仮定した場合に成立しているべき飲用乳価水準という意味である。と乙ろが，現

状は競争制限が存在するわけだから，競争制限の存在下で，現状の需給条件が③

の「北海道の限度数量超過分の一部は SPで販売」にあるということは，競争制

限がなくなった場合!C達成されるであろう競争均衡水準も④である乙とを保証す

るものではない。つまり，競争制限がなくなると，北海道からの生乳移送が増え

飲用乳価が下がりだすが，それは限度数量超過乳が出尽くした時点でとまるから，

SP+Tまで下がるとはかぎらない。すなわち，都府県の飲用乳価が SP+Tまで

下がる前に北海道の限度数量超過乳が出尽くしてしまえば，③の状態になるとい

うことである。本稿では，③の状態になる可能性を具体的に検証することなし

北海道からの生乳流入によって飲用乳価が SP+Tまで下がったときに北海道に

はまだ限度数量超過乳が残ることを前提にしていることになる。したがって，競

争均衡水準がやや低めに示されている可能性がある。
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6. 市場の競争性と飲用乳価下落との関係

加工原料乳の政策価格(保証価格GP・基準取引価格SP)が引き下げられた

ときに，飲用乳価がどの程度下落するかということは，具体的には， dPr/dSP 

の値lζ集約される(12)。

例えば， OECDのMTMモデノレでは， FMP (Fluid Milk Premium)の絶対

額を不変と仮定しているが，これは dPr/dSP=lということである。具体例を

挙げれば，現行飲用乳価が 100円，加工原料乳価が 70円とすれば， FMPが30

円であるが，保護削減下における新たな均衡においては，例えば，飲用乳価が

90円，加工原料乳価が 60円， F恥1pが前と変わらず 30円となるということで

ある。ただし， OECDのモデルでは， dPr/dSP=lの根拠は与えられていない

(OECD (16))。

さて，本稿で扱った，競争性を異にするいくつかのモデルにおいて， dPr/dSP 

はいかなる値をとるかは，先の r6. 均衡飲用乳価の推定」で示した各モデy

における均衡飲用乳価の算定式から，次のように与えられる。

〔モデル 1) dPr/dSP= 1/2 

〔モデノレ 2) dPr/dSP=2/3 

〔モデル 2'① dPr/dSPロ 3/4

〔モデノレ 2'②) dPr/dSP=3/4 

(モデル 2'③) dPr/dSP=4/5 

独占均衡のモデル lから，最も dQr/dQftおよびdQf/Qrhが小さく，均衡飲用

乳価が低い(したがって，市場がより競争的と判断される〉モデル 2'③に向け

て， dPr/dSPの値は， 1/2から 4/5まで大きくなっていく。つまり，市場が独

占的であるほど，加工原料乳の限界収入(基準取引価格〕が引き下げられても，

飲用乳価の下落幅が小さく保たれることがわかる。さらに，現状の飲用乳価が

モデノレ 2'③より低いということは，現状における dPf/dSPは4/5よりさらに大

きいことを示していると考えられる。したがって， OECDのモデルにおける
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dPr/dSP=lという仮定は，日本lこ閣するかぎり，そう非現実的な仮定ではな

いと予想される。

注(12) ただし，乙れは，加工原料乳の限界収入が SPであるという条件下においてで

ある。また， SPが現状のダンピング的な低い国際価格水準並(約 30円程度) 11:: 

引き下げられるような場合には，先の注ωの①の「北海道，都府県すべての生手し

が飲用向け」という需給条件になると考えられるので，加工原料乳価と飲用乳価

との関係は断ち切れてしまう。

7. 結論と含意

本稿では，独占均衡，いくつかの寡占均衡，競争均衡における飲用乳恒を

1979-88年について推定し.これらの推定値と現状の飲用乳価を比較すること

によって，生乳市場の競争性を位置づけようと試みた。それによって，現状の

飲用乳価(100-113円〉は独占均衡水準(184-214円〉からはかなり君離し

た水準にあり，北海道と都府県という図式のCournot型および Stackelberg型

同質寡占(複占)，特l乙， Stackelberg warfareと呼ばれ，寡占の中ではきわめ

て競争の激しい状態として位置づけられている「双方先導者たらんとする場

合」の水準(121-136円〉をも下回るが，競争均衡水準 (87-93円〉よりは高

いことがわかった。観測値の範囲を大きく超える 184-214円という独占均衡

における飲用乳価の推定値には大きな誤差が含まれるので厳密な議論はできな

いが，今回の推定結果においては，現状の生乳市場は，相対的には，かなり競

争均衡水準!と近い不完全麓争下にあるという本稿の仮説ば一応支持きれたとい

えるのではないかと考えられる。この結果から，都道府県単位の 47指定団体

という，諸外国に比して比較的多い一元的販売体が存在する下で，北海道と都

府県との飲用乳市場をめぐる「南北戦争」と都府県内の指定団体聞における飲

用乳市場νェア拡大競争の激化にみられる競争的圧力が，北海道と都府県聞の

「紳士協定」的な競争制限と計画生産の実施にみられる協調を志向するカより

も大きく作用していることが窺われる。このように競争的圧力がかなり大きい

ことは，生産者ナイドから見ると，酪農産業における集計的利潤(=生産者余
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剰〉を減少させていることになるが，社会全体で見れば， welfare 10ssを軽減

する役割を果たしていると評価できょう(13)。

また，見方を変えれば，飲用乳需要がきわめて非弾力的な下で，現状の飲用

乳価が比較的競争均衡水準に近いということは，仮に全国プーノレ乳価制による

完全な sidepaymentを実施するような mi1kmarketing boardができた場合

!と得られるであろう潜在的利潤が現状に比べてきわめて大きいことを示唆して

いる。これは，イギリスの Eng1andand Wa1es Mi1k Marketing Boardに典型

的にみられるような広域の一元的生乳販売体が諸外国に多数みられることから

も理解される。ただし，現実問題としては，必需品的要素の強い飲用乳の価格

を過度につり上げることには，社会的な許容限界があると考えられる。このこ

とは，イギリスの例をみても明らかである。 EC加盟前のイギ Dスでは，加工原

料乳lζ政策価格はなく，飲用乳に政策価格が定められていたが，これは， Eng-

land and Wales全域を集乳エリアとする広域 milkmarketing board によって

飲用乳価が過度につり上げられるのを防止するためであったと解釈されるく14)。

このような酪農産業における競争制限的行動へのイシセシティプは，社会全

体からみた welfarelossの観点からはもちろん問題であろう。しかし，酪農家

所得が社会の他産業世帯所得に対して一般的に低いとすれば，競争制限的組織

による利潤の増大は，所得分配を改善する 1つの政策手段として位置づけるこ

ともできる。つまり，富裕層が独占利潤を享受してますます所得分配の不平等

を拡大するような大企業の独占とは，所得分配問題において道の効果を有する

点が考慮される必要があろう。

また，本稿では，生乳市場の競争性と，加工原料乳の政策価格引き下げ時に

おける飲用乳価の下落の度合との関係についても検討した。その結果，生乳市

場が独占的であるほど，加工原料乳の政策価格(この場合，限界収入としての

基準取引価格〉が引き下げられた場合の飲用乳価の下落幅が小さいことが示さ

れた。具体的には，独占状態では，加工原料乳価の 10円の引き下げによって

飲用乳価はその 50%の5円低下するが， Stacke1berg wartareでは，加工原料

乳価の 10円の引き下げによって飲用乳価はその 80%の8円低下する。また，
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OECDの MTMモデルでは，加工原料乳価の 10円の引き下げによって飲用乳

価はその 100%の 10円低下すると仮定されているが，これは，現状の両乳価

の格差 (FMP)が不変のまま維持されることを仮定しているのであって，競争

均衡を意味するものではない。日本の現状は， Stackelberg warfareよりも競争

的とみられるので， MTMモデルにおける FMP不変の仮定は，日本に関する

かぎりそう非現実的ではないものと考えられる。なお，独占においても，飲用

乳価がまったく不変なのではなく，加工原料乳価の下げ幅の半分だけが下がる

という点も興味深い。これらのことは，生乳市場の競争性の違いによって保護

削減による生産者の利潤の減少の程度がかなり異なる，つまり，生乳市場の競

争性の位置づけによって酪農における保護削減の影響の計測結果はかなり左右

されることを意味しており，生乳市場の競争性の的確な位置づけが，酪農の保

護削減の影響を評価する上できわめて重要であることを認識させるものである。

ところで，本稿では，様々な均衡水準と現状とを比較することによって現状

の生乳市場構造の位置づけを行なうことを試みたが，現状の生乳市場を説明す

るモデノレを構築することはしなかった。当然ながら，本稿の成果は，酪農にお

ける保護削減の影響の計測を行なうために，現状の生乳市場を説明する不完全

競争市場モデノレを構築することへ発展させられるべきであろう。本稿はすでに

その方法論を与えているといってよい。すなわち，本稿の寡占モデ jレでは，

dQf/ dQ，-'， dQr/ dQrh 1こCournot型および Stackelberg型 と い う よ う に ア プ 3

オリに一定の値を仮定して，その場合の均衡飲用乳価を推定した。これに対し

て，それとは逆の子JI国で，現状の飲用乳価を前提として各年の dQrldQr'， dQrI 

dQfhの値を推定すれば，それは現状の生乳市場の競争性を表す指標を与える

であろう。そしてそれをモデル内にパラメータとして導入することによって，

現状の不完全競争下の生乳需給を説明できるモデルが構築できると考えられる。

そのような研究の展開は，すでに拙稿(17)，Suzuki and Forker (18)において

取り組まれている。本稿と併せて拙稿(17)， Suzuki and Forker (18)を参照さ

れたい。

注日 現状の生乳市場の不完全性は，極端に大きくはないとみられるにせよ， Welfare 
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10凶をもたらしている乙とには留意しなければならない。また，本稿での議論は，

free rnarketとの比較ではなく，現行制度の存在を前提にした範圏内で競争が許

された場合の「競争均衡」との比較であったが， welfare 1055を論じる場合には，

free marketと比べる必要があろう。生乳市場の welfare1055 に関する研究とし

ては， Kessel ( 3 ) ，大塚(4 )， Ippolito阻 .dMasson( 7)が代表的であろう。

注叫 乙の乙とは，イギリスの乳価制度について，加工原料乳に政策価格があって飲

用乳IC政策価格がない日本と比較して，ちょうど逆であると説明することがきわ

めて危険であることを意味している。なぜなら，イギリスの飲用乳の政策価格ば

消費者保護のための上限価格であり， 日本の加工原料乳の保証価格とはまったく

役割が異なるからである。
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